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渋谷三丁目地区地区計画の変更（素案）意見交換会でのご意見及び回答 

■会場実施

日時  ：令和７年１２月１９日（金）１８時３０分～２０時 

場所  ：リフレッシュ氷川 １階 集会室 

参加者 ：２２名 

■動画掲載

日時  ：令和７年１２月１１日（木）～令和８年１月４日（日） 

掲載場所：渋谷区ホームページ 

■会場での主なご意見・ご質問と回答

No. 主なご意見等 区の回答 

1．地区計画全般に関するご意見等

1.  容積率の緩和について、敷地面積によって

４～５段階で緩和の程度が変わるが、もう

少し単純化して、２～３段階程度に分ける

ことはできないか。

 本制度は対象路線の平均敷地面積を調査

し、どれだけの敷地に対してどれだけの容

積率を緩和していくか選択肢を用意したい

趣旨で、複数の敷地面積としています。ご

意見として受け止め、今後も考えていきま

す。

2.  川沿いのビルは建替え時期と考えられる。

個々の地権者で建替えてもいいが、街区単

位では街区が長いため全員の賛成にはなら

ないのではないか。まとまったところから

共同化として使えることが普通ではない

か。そういった中で区の提案は建替えがし

やすいので、ぜひ進めてもらいたい。

 今回の都市計画の変更に際して、まちづく

り協議会及び川沿いの地権者の方から多く

のご意見をいただいており、街区の長さに

よって合意形成に課題があることは区も認

識しています。いただいたご意見を踏ま

え、渋谷区が予め壁面の位置の制限を定め

ることで、個々の建替え時にスムーズに制

度活用できるようにしていきたいと考えて

います。

3.  渋谷三丁目地区以外にも街並み再生方針を

策定している地域があるが、実際に制度を

使われた事例があれば紹介してほしい。

 街並み再生方針に基づいた地区計画を策定

している地区は渋谷三丁目地区のほか、神

南一丁目北地区、道玄坂二丁目地区があ

り、三地区はいずれも同様の制度設計とし

ていますが、具体的に実現に至った計画は

ありません。一方で相談を受けている地区

はあるため、今後実際に竣工した際には紹

介することができます。

4.  エリアインフラについて、金王八幡宮の参

道の環境整備として考えていることがあれ

 エリアインフラ整備については、渋谷川沿

いの環境整備、金王八幡宮の参道の環境整
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ば教えてほしい。 備、スマートインフラの整備の三つが街並

み再生方針に記載されています。整備内容

は、令和４年度から地域の皆様と街並み再

生方針の策定に向けた検討を重ねた結果に

基づいたものです。具体的な検討の実現に

向けて、引き続き地域の皆様と意見交換を

継続していきます。 

5.  渋谷川沿いの渋谷リバーストリートは綺麗

に整備され、緑もあり、もっと色々と使わ

れるといいと思った。将来イメージにある

ように多くの人に使われるといい。この制

度によって具体的にどのような用途、建物

の空間が整備されていくのか。 

 渋谷三丁目まちづくり推進協議会からの提

案書に記載のある将来イメージについて、

全てが共同化、建替えということを想定し

たものではなく、既存の建物を改修、リノ

ベーションをしながら、渋谷の文化を残し

ていくという精神のもと、共同化も既存の

ビルを活かしていくことも認めた上での将

来像を語っていると伺っています。 

 用途については、地区計画素案の建築物の

容積率の最高限度の中で「渋谷川に向けた

にぎわい施設」、「多様な働き方やビジネス

を支え、働く人々の交流を促進するための

施設」と記載しています。具体的には、シ

ェアオフィスや住宅でありながら事務所を

備えるベンチャー企業、スタートアップ企

業など、職住近接の上で賑わいにも取組ん

でいただくことを想定しています。 

6.  都会にはなかなか川がない中で、渋谷川は

渋谷のポテンシャルとしていい空間ができ

るきっかけになると思うが、川沿いのエリ

アインフラについて、今後どのようなこと

をやっていくのか。 

 渋谷川沿いの環境整備については街並み再

生方針の中で緑化等と記載していますが、

具体的な検討については、今後地域の方と

意見交換をしながら決めていきます。 

7.  勉強会や個別訪問を行い、丁寧に情報提供

されてきたという印象がある。 

 制度活用をして容積率の緩和を受けたいと

思った場合に、誰に相談し、どのような手

続きをすればいいのか教えていただきた

い。 

 本日の資料では説明はありませんが、引き

続き、川沿いの権利者の方には丁寧に手続

きをご説明していきます。 

 本制度を活用した建替えのご相談は、渋谷

駅周辺まちづくり課にご連絡ください。 

 本制度活用については壁面の位置の制限を

行うこと想定し、その後の容積率の緩和に

応じた貢献内容について、区担当者と協議
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を行います。 

8.  必須と選択の項目があるが、どこにその説

明が書いてあるのか、また誰が選択するの

か。 

 「資料２渋谷三丁目地区地区計画の変更

（素案）意見交換会配布用資料」の９ペー

ジに記載のとおり、A 地区：金王八幡宮ゾ

ーンでは敷地面積が 3000㎡以上の場合、

貢献項目は必須が①②、選択が①②と大き

く４つに分かれています。 

 必須①は、賑わいを生むための空地の整備

について定めており、必須②は、エリアイ

ンフラとして渋谷川や金王八幡宮の参道の

環境整備にご協力いただくことを定めてい

ます。 

 選択①②については、計画する事業主の方

に選択をしてもらいますが、選択①は必須

①②を上限まで整備した上で選択可能であ

り、選択②は選択①を上限まで整備した上

で選択可能となっています。 

9.  明治通り沿いで渋谷三丁目９番街区が建物

の解体をしており、制度を適用していると

思われるが、他に八幡通りの建物も制度を

適用されているのか。 

 本制度の適用について、すでに建て替わっ

ている八幡通り沿いの建物は、今回の地区

計画変更の前に建築確認等の手続きがされ

ていたため、街並み再生方針に基づく地区

計画は適用されていません。マンション建

替え等円滑化に関する法律の容積率の特例

という制度を活用し、高い建物が建ってい

ます。 

10.  区のこれまでの取組や壁面の位置の制限の

指定や環境に関する基準の引き上げについ

ては理解したが、最終的に都市計画の変更

がなされるのはいつ頃なのか。 

 今回の素案の意見交換会以降の手続きの流

れとしては都市計画審議会に原案を報告

し、原案の意見交換会を開催する予定で

す。その後、都市計画審議会にさらに報告

を行い、地区計画の案として公告の縦覧を

法に従って進めます。最後は都市計画審議

会へ諮問し、答申を受け、告示という流れ

になります。予定としては、来年度中に都

市計画決定、告示を考えています。 

11.  今回の制度については建替えだけではな

く、リノベーションも適用可能か。 

 渋谷三丁目の将来像として掲げる「金王八

幡宮や渋谷川といった地域資源を生かし、

企業が集積する職住近接した多様な働き方
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や暮らしを推進する」という趣旨に従え

ば、リノベーションも一つの方法と認識し

ています。適用が可能となる場合も想定さ

れるため、具体的な検討に当たってはご相

談ください。 

12.  環境の基準の引き上げは、建替える場合す

べてに適用されることというよりも、選択

した方の建替えにのみ適用されるというこ

とか。また、環境性能の具体的な基準があ

れば教えてほしい。 

 環境への貢献については、選択の項目とし

ており、事業主がこれによる容積率の緩和

を受ける場合に選んでいただきます。環境

性能の引き上げについては、例えば、外装

にガラスが入る場合、屋外からの遮熱性能

を上げ、空調負荷の低減していくことが一

定の環境性能として求められており、その

性能をさらに引き上げていくことになりま

す。   

13.  参道の整備については貴重な地域資源なの

でいいと思ったが、周辺の建物の建替えを

支援するような制度は考えていないのか。 

 本制度は明治通りや八幡通り、六本木通り

に接する敷地が対象となっており、金王八

幡宮の周辺に関してはこれら対象路線に接

道していないため、制度の活用が難しいで

す。 

 区としては、対象路線のみが容積率の緩和

をするということだけでなく、金王八幡宮

の周辺でより使いやすく、容積率の緩和に

限らない、地域に還元できる仕組みを考え

ていきます。 

14.  渋谷川沿いの B 地区の南西部の方でも、今

後路線に接していなくても、ゆくゆくは容

積率の緩和の見直しとしてくれるのか。 

 先ほど説明した金王八幡宮周辺について

は、容積率の緩和を含めた他の制度も活用

しながら、街並みの形成を検討していくと

いう考えです。 

 明治通りに接していない渋谷川沿いについ

ても、地区計画の目標を実現するために必

要な取り組みを考えていきます。 

15.  渋谷川沿いの方々の制度の活用ができない

と実効性がないのではないか。合意形成に

向けた働きかけや取りまとめの場があるの

か。 

 区は、渋谷川沿いまちづくり勉強会という

場作りから始め、権利者の方と計４回にわ

たって川沿いのまちづくりについて意見交

換会を行ってきました。また、欠席された

方へのフォローアップとして、勉強会資料

やアンケート送付も行ってきました。 
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 合意形成の場づくりは、回数を重ねてもす

べての方には行き届かない可能性があった

ため、４回で区切りとさせていただき、そ

の後は個別の相談に応じています。他の街

区においても、合意形成に課題がある等の

相談につきましては個々に対応していきま

す。 

16.  エリアインフラ整備の中で、スマートイン

フラについては馴染みのない言葉なので説

明をしてほしい。 

 スマートインフラとは ICT 技術を活用し、

従来のインフラをより効率的に運用し、持

続可能なまちづくりを実現する仕組みのこ

とで、本制度設計の段階では社会の変動に

従ってテクノロジーが進化していくことを

想定していました。 

17.  ヨーロッパなどの街並みは前面と高さが揃

っていることにより綺麗だが、それに対し

て、日本は高さや建物前面ラインに統一感

がない。渋谷川沿いの前面が揃っていると

ころだが、この制度によって高さや壁面の

位置を不揃いにする方向に進んでいる。古

い建物と新しい建物の混在は共存とも多様

性とも言えるが、本当の意味での街並みを

誰も考えていない。 

 築年数が古くなっても、味のある個性は街

の魅力になっている。旧耐震基準の建物は

１棟に限らず、並んでいるからこそ横揺れ

はせず、倒壊のリスクはない。 

 容積率の緩和による建替えの促進をさせる

だけで、調和のとれた街並みをコントロー

ルするという意思が区になければ意味がな

い。 

 ご意見として承ります。一方で、渋谷区の

歴史を考えると、地形や時代の変遷に応じ

て様々な路地ができ、様々なスケールの建

物が混在してきたことで、渋谷らしい特徴

のある景観やストリートカルチャーが形成

されてきたと考えています。 

 渋谷区では「渋谷駅周辺まちづくり基本理

念（令和２年４月）」という上位計画を作

っており、その中で大・中・小の様々なス

ケールのまちづくりとして、建替えや地区

計画に掲げる将来像の実現等の目標を掲げ

ています。意見交換会でお示しした将来像

は一つのイメージであり、全てが建替える

ことを区が後押ししているということでは

なく、個々の事業主が考えている計画を尊

重するという趣旨のものです。 

2．その他に関するご意見等 

18.  容積率の緩和を都内２３区でよくやってい

るが、簡単に容積率の緩和をすることがで

きるのか。 

 昔と比べれば建築技術も進んでいるが、容

積率の緩和による建物は、地震や火災など

の有事の際に耐えうるのか疑問だ。 

 都内の他自治体においても容積率の緩和が

進められている状況です。容積率の緩和は

建築基準法や都市計画法を順守していただ

いた上で、活用できる制度です。社会的な

建替えの課題を中央省庁が考え、都度、建

築基準法の改正等や、都内での都市計画変
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 消防法等で容積率の緩和はあるのか。 更が行われているという認識です。 

 消防法上の容積率の緩和はありません。 

19.  渋谷区はホームページで情報の公開をして

いるが、セキュリティの関係か、海外から

アクセスできない国がある。区民がどこに

いても情報を得ることができるようにして

いただきたい。 

 現在、渋谷区のウェブサイトでは、国や地

域を単位としてアクセスを遮断する設定は

していません。ただし、過去に脅威とみな

された IP アドレスや、悪性と評価された

IP アドレスからの通信が遮断されることが

あります。 

20.  日本は鉄筋コンクリート造のビルが建って

いて、50 年で老朽化というのは建物の修繕

費を出すよりも、再開発で大きな建物を建

てたほうが得だという計算がある。 

 あと 60 年で人口は半減するため、需要の見

込みがない。 

 社会環境の変化を認識してほしい。渋谷区

は、スクラップビルドを当然として勉強会

等で一生懸命刷り込んでいる。昭和の延長

で建てれば経済が良くなるという甘い考え

で国は制度を作っている。 

 現在は投資に全く向かない時期である。 

 そういった現実を考えず、将来の世代が、

50 年後、100 年後、今のこの再開発計画と

存続できるのか。高層ビルをメンテナンス

できなくなったら、どうするのか。 

 容積率さえプレゼントすれば、皆が乗っか

ってくるというのはやめて、建替えが難し

い時代に実現できるまちづくりを考えるべ

き。回答不要。 

 ご意見として承ります。 

 




